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作成日 平成18年6月1日 　　作成
最新改訂 平成19年10月31日 　　改訂

（株）　富　士　経　済

環境法規制等順守　チェックリスト

※「環境法規制等順守チェックリスト」は、（社）日本
建設業団体連合会　環境委員会　環境マネジメントワー
キンググループにて"作業所における主な届出を含む環
境法規制等順守事項の特定と実施状況確認”をねらいと
して検討・監修の上、（株）富士経済 環境法令室との
協議により当ＨＰ上において無料で公開しております。



【改訂履歴】

■作成日： 平成18年6月1日 （以下、最新改訂は太赤字アンダーライン付です。）

○第１回改訂：平成18年9月1日 ：石綿規制等改訂

○第２回改訂：平成18年11月22日 ：条例上乗せ規定有無明示等

○第３回改訂平成19年４月12日（フロン類回収のための「行程管理制度」の追記と訂正）平成19年4月12日 ：フロン類回収のための「行程管理制度」の追記と訂正

○第４回改訂平成19年6月15日 ：「自動車排出ガス特措法改正」による「特定建物」の届出の追記
　尚、「環境配慮契約法」（Ｈ19年5月23日法律56号）は、政省令等の公布後に　検討のうえ記載予定

○第５回改訂平成19年10月31日 ：「自動車排出ガス特措法改正」による「特定建物」の届出の追記
「リース業及びパレット関連の木くず」を産業廃棄物として法対象追加



【環境法規制等順守 チェックリスト】
特定日： 平成18年6月1日
改訂日：平成19年10月31日

届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

〇 委託基準　1．委託先の許可確認

・収集運搬及び処分
業者の許可証の確認
･中間処理場等の現
地確認

〇

委託基準　2．委
託契約の締結
3．契約書の5年
間保存

・委託契約書の内容
確認（委託金額、産
業廃棄物の種類、性
状、性状等変更情報
の伝達方法等）

〇
マニフェストの
交付　1．交付義
務

・適合マニフェスト
を使用

〇

・マニフェスト
の交付　2．回
収・照合（発行
後B２,D票90日E
票180日以内）
3．保管(5年間）
・未回収戻り票
の報告
・「交付状況報
告」（平成１９
年度実績、平成
２０年６月３０
日までに）

・マニフェスト管理
台帳にて回収日の管
理、A票の照合欄
チェック。（回収期
間内に返送され、法
定事項記載確認済
み）
・措置内容等報告書
（知事への報告）

〇 野外焼却の禁止

〇

積み上げ高さの
厳守、雨、風、
悪臭発生に対す
る養生、保管場
所の掲示板設置

汚泥の脱水施設、乾燥
施設（10ｍ3/日以上）

汚泥の脱水施設、乾燥
施設

自治体指定施設に技術
管理者配置必要等条例
上乗せ基準有り

〇
・知事の許可
・技術管理者の
設置

・施設許可の提出確
認(規則様式第18
号）
【技術管理者：

確　認　者

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

廃　棄　物　処　理　・　リ　サ　イ　ク　ル

廃棄物処理法

汚でい、廃油、廃プ
ラ、建設木くず、建設
紙くず、建設繊維く
ず、金属くず、ガラス
くず及び陶磁器くず、
がれき類、ゴムくず、
ｺﾝｸﾘｰﾄ破片など
「石綿含有（重量比
0.1％超）産業廃棄
物」
「リース業に係る木く
ず及び運送用パレット
に係る木くず」（平成
２０年４月１日施行）

産業廃棄物産業廃棄物の委託処理

廃棄物の処理 廃棄物 現場保管又は仮置場

作業所における適用可能な法的及びその他の要求事項のうち，主な届出や関係者への提出
義務のある事項及び順守しなければならない事項に関するチェックリストです。



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

特別管理産業廃棄物管
理責任者、排出事業
所､排出報告の届出

特別管理産業廃棄物
（特に飛散性石綿系解
体：廃石綿等）

自治体により上乗せ基
準 〇

知事･市長へ届出
（届出期間、様
式は条例等規
定）

事業所設置届出
特管物管理者届出
【特管物管理責任
者：
　　　　　　　　】
特管物排出報告書

解体・改修工事に伴う
｢石綿等｣の除去作業
（石綿障害予防規則）

石綿等の除去作業
（封じ込め、囲い込み
作業含む）

｢石綿等（石綿及び重
量比0.1%超含有物）使
用建築物等｣ の解体作
業

〇

作業計画
【作業主任者：
　　　　　　　　】
測定記録

廃棄物焼却炉、集塵機
等の設備の解体等の作
業

焼却施設の解体作業

「廃棄物焼却炉（火格
子面積２㎡以上又は焼
却能力２００ｋｇ/ｈ
に限る）」の解体作業

〇

作業計画
【作業主任者：
　　　　　　　　】
測定記録

リサイクル法
解体工事、土工事、外
構工事、型枠工事、木
工事

指定副産物

ﾘｻｲｸﾙ法：土砂、ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの塊 、ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの塊、木材
国土交通省関係：建設
発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設
発生木材

〇

・発生抑制（施
工方法、資材選
択）
・再利用、再生
利用、再資源化
努力

再生資源利用省令 解体工事、土工事、外構工事

指定副産物：:建設発
生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧ
ﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の利用

【再生資源利用計画の
作成】
・体積が1000ｍ3以上
である土砂
・重量が500ｔである
砕石
・重量が200ｔ以上で
ある加熱 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合
物

〇

指定建設資材と
再生資源の利用
量の把握等によ
る計画の作成と
実施記録の保存
(1年間）

労働安全衛生法

・作業開始前14
日前までに労働
基準監督署に建
築工事計画届を
提出
・作業主任者の
選定
・作業環境測定
（6ｹ月以内ごと
に 1回）健康診
断（6ｹ月以内ご
とに1回）等
・記録の保存
（40年間）



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

指定副産物利用
促進省令

解体工事、土工事、外
構工事型枠工事、木工
事

指定副産物：:建設発
生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧ
ﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発
生木材の利用

【再生資源利用促進計
画の作成】
・体積が1000ｍ3以上
である建設発生土
・重量が200ｔ以上で
あるｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 、建設発
生木材

〇

指定副産物に係
る搬出量と再資
源化施設への搬
出量等計画の作
成

建設リサイクル法

・解体工事-80㎡以
上・新築・増築工事-
500㎡以上・修繕・模
様替工事-１億円以
上・その他の工作物に
関する工事（土木工事
等）-500万円以上

新築工事及び解体改修
工事

【特定建設資材】・ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ版を含む）、木
材、ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

〇

・発注者への書
面による計画等
説明・工事着手
する日の７日前
までに必要事項
を都道府県知事
に届け出・発注
者へ書面による
完了報告
・分別解体等
・再資源化等の
促進
・再生資源の使
用

・発注者への計画等
説明書と完了報告書
・下請負者への告知
書
・知事への届出書
（条例規定）

容器包装
リサイクル法

建設工事全般 一般廃棄物
一般廃棄物である容器
包装廃棄物を対象とす
る。

〇

市町村が定めた
分別の基準に従
い容器包装廃棄
物も適正に分別
排出する

家電リサイクル法
特定家庭用機器の排出
（作業所あるいは詰所
の家電が対象）

特定家庭用機器

【特定家庭用機器】・
ﾃﾚﾋﾞ、ｴｱｺﾝ、電気冷蔵
庫及び冷凍庫、電気洗
濯機

〇

小売店へ料金を
支払い引き渡す
又は自治体指定
の方法で引き取
り依頼する

領収証

廃ＰＣＢ処理法 廃ＰＣＢの保管及び処理 改修工事、解体工事 ＰＣＢ廃棄物 〇

毎年度6/30まで
に保管･処理の状
況を届出（事業
者）

保管等の届出（規則
様式第1号）

（地方条例を入れる）



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

建設廃棄物処理
マニュアル

産業廃棄物の処理、委
託 産業廃棄物

汚でい、廃油、廃プ
ラ、建設木くず、金属
くず、ガラスくず建設
廃材、ゴムくず、コン
クリート破片など

〇
マニフェストに
基づく適正処理
の実施

収集運搬業者、処分
業者の許可証確認、
中間処理場、最終処
分場の確認

建設副産物適正
処理推進要綱

建設副産物が発生する
建設工事

建設副産物が発生する
建設工事 建設発生土建設廃棄物 〇

・発注者との連
絡調整・管理及
び施工体制の整
備・協力業者の
指導等
・｢再生資源利用
計画｣｢再生資源
利用促進計画｣の
作成・実施状況
の記録を１年間
保管

｢再生資源利用計画｣
｢再生資源利用促進
計画｣の作成・実施
状況の記録

建設汚泥の再生利
用に関するガイド
ライン等

建設汚泥が発生する作
業 建設汚泥

建設汚泥を建設資材と
して利用する場合土壌
の汚染に係る環境基準
に適合しないものは､
適用範囲外

〇

利用にあたって､
適切な調査･設
計･施工及び管理
を行うﾘｻｲｸﾙの結
果を確認し､記録
を保管

「建設汚泥の工事間
利用に関する確認
書」
「建設汚泥再生利用
計画書」
「建設汚泥リサイク
ル伝票」
「建設汚泥再資源化
等実績書」

建築物の解体等に
係る石綿飛散防止
対策マニュアル

解体・改修工事に伴う
石綿等の除去作業等

建築物の解体等の石綿
飛散防止

大気汚染防止法に定め
る「特定建築材料（石
綿等）」使用の建築
物、工作物

〇

排出の抑制に努
めるとともに､国
及び地方公共団
体の 施策に協力

＜同意するその他の要求事項＞



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

廃棄物焼却炉による建
設廃棄物の焼却

ばい煙発生施設
（設置期間30日以上）

廃棄物焼却炉
（2㎡以上又は焼却能
力200ｋｇ/ｈ以上）

〇

・知事又は政令
市長へ60日前ま
でに届け出
・いおう酸化物､
有害物質の排出
基準

届出書（規則様式第
1、但し条例等上乗
せ規定有り）
監視測定記録

土砂の堆積場及び右記
の施設を設置する作業
（密閉型は除く）

一般粉じん発生施設
（設置期間 30 日以
上）

土砂の堆積場：1000㎡
以上､ベルトコンベアｰ
及びバケットコンベ
アー ：ベルトの幅 75
ｃｍ以上 又は、バ
ケット容量0.03ｍ3 以
上、破砕機、摩砕機：
定格出力75ｋｗ以上、
ふるい：定格出力15ｋ
ｗ以上

〇 設置前に知事への届け出

届出書（規則様式第
3、但し条例等上乗
せ規定有り）

解体・改修工事に伴う
「特定建築材料(石綿
等）」の除去作業

特定粉じん等排出作業

「吹付け石綿及び石綿
含有の断熱材、保温
材、耐火被覆材」使用
建築物及び工作物

〇

・作業開始14日
前までに知事に
計画書を提出
・作業基準（則
１６条の４）

計画書（規則様式第
3の4、但し条例等上
乗せ規定有り）

自動車排出ガス
特措法

特定建物の新設

自動車需要を大きく生
じさせる用途（「特定
用途」劇場・ホテル・
店舗・事務所・工場
等）で一定規模以上の
もの

「窒素酸化物重点対策
地区」
「粒子状物質重点対策
地区」

〇

都道府県知事に
届出
（平成20年1月１
日施行）

届出書(規則様式第
１）※当規定自体は
施主に対する規定で
あるが、施工段階に
おける部材搬入等に
おいて対策措置を講
ずる

東京都、埼玉県、千葉
県、神奈川県、愛知
県、三重県、大阪府、
兵庫県の一部(特定地
域）

〇

持ち込み車両が
窒素酸化物の排
出基準に適合し
ていること

・自動車検査証確認
記録

建設業に係る特定
地域における自動
車排出窒素酸化物
の排出の抑制を
図るための指針

指定地域における削減
努力 〇

自動車使用の合
理化および効率
化、運転者への
教育、輸送手段
改善
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの
励行

大　気　汚　染

大気汚染防止法

協力会社の持ち込み車
両など

マイクロバス、貨物
車、クレーン車、コン
クリートミキサー車な
ど



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

オフロード法

ブルドーザ、クローラ
クレーン、くい打ち
機、タワークレーン、
ドリルジャンボなど

協力会社の持ち込み建
設機械など ○

・適合証明
・平成18年4月施
行前販売証明

オゾン層保護法
解体工事、改修工事に
おける空調設備、消火
設備等

特定物質 （ＣＦＣ
等） を使用する設備
からの排出抑制

〇 専門業者による回収・破壊
・特定物質使用設備
の有無確認記録

フロン回収破壊法 解体工事（改修工事） 冷媒用フロンの回収・破壊の措置

エアコン、冷蔵・冷凍
機器（ショーケース、
自販機、冷水器等々含
む）

〇

・解体前に設置
有無を確認、発
注者に書面説明
・機器の廃棄を
委託された場合
「委託確認書」
の受理と写しの
保存及びフロン
回収業者の「引
取証明書」の受
理と写しの保存
（3年間）
（平成19年10月1
日施行）

「事前確認書」（交
付年月日・元請業者
名等・発注者名等・
機器設置有無の確認
結果）

建築基準法 内装仕上げ・換気設備
及び天井裏等の工事

内装工事、空調設備工
事

クロルピリホス、ホル
ムアルデヒド、石綿含
有建材

〇

・石綿含有建材
の使用禁止
・ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ添加
建材の使用禁止
・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞに
関する規制
　①内装仕上げ
の規制
　②換気設備の
義務付
　③天井裏等の
制限

ダイオキシン
特措法

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の排出及び
処分 改修工事、解体工事 【特定施設】廃棄物焼却炉等 〇 排出基準の遵守

（条例による解体工
事計画書等の届出規
定有り）

（地方条例を入れる）



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

廃棄物焼却施設内
作業におけるダイ
オキシン類ばく露
防止対策要綱

事業者が講ずべき基本
的な事項 ダイオキシン類

焼却炉（火床面積0.5
㎡以上又は焼却能力が
１時間当たり50ｋｇ以
上のものに限る）

〇

・保護具等の使
用・粉塵の飛散
防止措置等の知
識､経験を有する
者の配置・作業
方法等について
の教育

廃棄物焼却施設解
体作業マニュアル

廃棄物焼却施設解体工
事 ダイオキシン類

焼却炉（火床面積2㎡
以上又は焼却能力が１
時間当たり200ｋｇ以
上のものに限る）

〇

・工事開始の１
４日前までに所
轄労働基準監督
署への届出
・保護具等の使
用・粉塵の飛散
防止措置等の知
識､経験を有する
者の配置・作業
方法等について
の教育

・届出書
　（条例等上乗せ規
定有り）

排出ガス対策型
建設機械普及
促進規程

国土交通省直轄工事 協力会社の持ち込み建設機械など

トンネル工事用、一般
工事用（バックホウ、
トラクタショベル、発
動発電機等）

○
排出ガス対策型
であることの確
認

＜同意するその他の要求事項＞



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

騒音規制法
杭打ち機、びょう打
機、削岩機、空気圧縮
機等を使用する作業

・特定建設作業・適用
指定地域 〇

・知事へ7日前ま
でに届け出
・作業敷地境界
にて85デシベル
以下

・市町村へ事前確認
・届出書（規則様式
第9、但し条例等上
乗せ規定有り）

振動規制法

杭打ち機、くい抜き
機、ブレーカー 、舗
装版破砕機を使用する
作業

・特定建設作業・適用
指定地域 〇

・知事へ7日前ま
でに届け出
・作業敷地境界
にて75デシベル
以下

・市町村へ事前確認
・届出書（規則様式
第9、但し条例等上
乗せ規定有り）

悪臭防止法

悪臭発生の可能性のあ
る作業
（塗装工事・アスファ
ルト防水工事・汚泥乾
燥等）

都道府県知事が定めた
規制地域 〇

特定悪臭物質又
は臭気指数の規
制基準遵守
ｺﾞﾑ等悪臭発生原
因物を焼却しな
い
悪臭発生の恐れ
の有る汚泥は現
場処理しない
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材加
熱時の悪臭削減
剤の使用
臭気の著しい溶
剤、塗料等を使
用する場合の１
回での作業量や
時間帯の検討

事故発生時の市町村
長への報告義務

（地方条例を入れる）

騒　音　・　振　動



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

水質汚濁防止法 生コンクリートプラント砕石、砂利プラント
公共用水域へ排水する
施設の設置

生ｺﾝｸﾘｰﾄのﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝ
ﾄ､砕石の水洗破砕施
設､水洗式分別施設､砂
利採取の水洗分別施設
（「特定施設」）

〇

・知事に60日前
までに届け出
・排水基準(排水
基準を定める総
理府令)測定を実
施し記録する。

・届出書(規則様式
第1、但し条例等上
乗せ規定有り）
・仮設排水設備の監
視
・ｾﾒﾝﾄ､ﾓﾙﾀﾙ排水の
地下浸透防止の中和
処理

下水道法 公共下水道への排水 公共下水道への排水
一日50ｍ3以上の汚水
を公共下水道に排水す
る場合

〇

・公共下水道管
理者にあらかじ
め届け出
・排水基準 （有
害物質は排水基
準を定める総理
府令）､生活環境
項目については､
条例による。

・届出書は条例等規
定
・沈砂槽等設備の設
置及び監視（泥水の
排水抑制）

河川法 河川への排水 河川への排水 一日50ｍ3以上の汚水
を河川に排水する場合 〇

河川管理者にあ
らかじめ届出

・届出書（規則様式
第8の3、但し条例等
上乗せ規定有り）
・沈砂槽等設備の設
置及び監視（汚水の
排水抑制）

浄化槽法 現場宿舎 浄化槽(合併処理浄化
槽） 〇

・設置の届出
・使用廃止後30
日以内の届出

・届出書（条例等規
定）

（地方条例を入れる）

水　質　汚　濁　（排　水）



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

土壌汚染対策法 指定地域内での土地の改変 土工事 有害物質使用特定施設
の廃止（跡地） 〇

　※当法令自体
は、土地の所有
者等に対する規
制であるが、汚
染土壌等を搬出
する段階で当方
にも規制あり

汚染土壌の搬出及び
処分（「汚染土管理
票」の発行）

（地方条例を入れる）

セメント及びセメ
ント系の固化材を
使用した改良土の
六価ｸﾛﾑ溶出試験
実施要領

国土交通省、農水省直
轄工事 地盤改良工事 セメント系固化材使用 〇 六価クロム溶出試験の実施

薬液注入工法 に
よる建設工事の施
行に関する暫定
指針

薬液注入工事 薬液注入工事 〇 地下水等の水質の監視

地下水質、排水の管
理及び監視
注入作業の注入圧、
注入量の監視

指定区域以外の土
地から搬出される
汚染土壌の取扱い
指針

指定区域以外の土地か
ら搬出される汚染土壌

・土壌汚染対策法施行
前の汚染土壌の搬
出、・操業中の特定施
設からの搬出、・特定
工場の跡地からの搬出

〇

※土壌汚染対策
法に基づき搬
出、処分等を実
施することが望
ましい

土壌環境基準
（環境基本法）

土工事 工事開始後の汚染判明 埋没廃棄物等による 〇 施主等への通知 ・（事前調査）
・判明時調査

地下水環境基準
（環境基本法）

土工事 工事開始後の汚染判明 異臭地下水等の発生 〇 施主等への通知 ・（事前調査）
・判明時調査

土　壌　汚　染

＜同意するその他の要求事項＞



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

少量危険物の取扱い 少量危険物の貯蔵・取扱の基準

指定数量とは、
第1石油類 ｶﾞｿﾘﾝ等：
200L　ｱﾙｺｰﾙ類：400L
第2石油類 灯油、軽油
等：1000L　第3石油類
重油等2000L　第4石油
類ｼﾘﾝﾀﾞｰ油等6000L

〇

市町村条例（火
災予防条例 ）で
定める。
（準則）指定数
量の１／５以
上、指定数量未
満の場合､あらか
じめ消防長 (消
防署長)に届け出

・少量危険物の貯
蔵・取扱管理記録

アセチレンガス等の取
扱い

圧縮アセチレンガス等
の貯蔵 又は取扱いの
届け出

圧縮アセチレンガス：
40ｋｇ以上、生石灰：
500ｋｇ以上他

〇
あらかじめ、所
轄消防長又は消
防署長に届け出

火気の使用 火気の使用に関する規
制

電気・ガスによる溶
接、溶断作業
 アスファルト等の溶
解作業

〇
市町村条例（火
災予防条例 ）で
定める。

指定可燃物の取扱い 指定可燃物の貯蔵・取扱の基準
木材加工品及び木く
ず：10ｍ3以上等 〇

市町村条例（火
災予防条例 ）で
定める。（準
則）指定数量の
5倍以上の場合､
あらかじめ消防
長（消防署長）

指定可燃物の貯蔵・
取扱時の管理

電波法 特定小電力無線機の使
用

特定小電力無線局、
1mW陸上移動局を使用
する場合の技術適合証
明および免許等

〇

環境影響評価法 環境影響評価 環境アセスメントが適
用された工事

道路，河川，鉄道，
飛行場，発電所，廃棄
物最終処分場，埋立・
干拓，土地区画整理，
新住宅市街地開発，
工業団地造成，
新都市基盤整備，
流通団地造成，
土地造成工事で，環境
影響評価法対象事業

〇
環境影響評価書
に基づく計画書
に従い実施

高圧ガス保安法 高圧ガスボンベ使用 溶接又は熱切断用高圧ガスの保安基準等

内容積2?以下ボンベや
コンプレッサー内ボン
ベ等は除く

〇 危険時の措置と届出

消防法
（危政令）

そ　の　他　関　連　法　令



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

火薬類取締法 許可不要の火薬使用 少量火薬の消費と貯蔵

（例）コンクリート破
砕器：150個以下消
費、6ヶ月以内4000個
貯蔵

〇 消費の技術基準あり

景観法 建築物等
条例で定める景観計画
区域内（0.1ha以上の
規模）

屋外の土石、廃棄物、
再生資源ほかの堆積
（高さ1.5ｍ以上）含
む

〇
知事、指定市、
中核市の長への
届出

・届出は、条例規定

自然環境保全法 工作物等の設置 自然環境保全地域内

高さ10ｍ以上床面積
200㎡以上の建築物、
高さ10ｍ以上水平投影
面積200㎡以上の工作
物、その他

〇

環境大臣、知事
への届出と30日
後の行為の着手
(「特別地区」は
許可制）

・届出は、条例規定

都市緑地法 工作物等の設置 緑地保全地域内

屋外の土石、廃棄物、
再生資源ほかの堆積
（高さ1.5ｍ超、面積
60㎡超）含む

〇 知事へあらかじめ届出

種の保存法 工作物等の設置 生息地等保護区内

床面積200㎡以上の建
築物、水平投影面積
200㎡以上の工作物、
鉄塔等30ｍ以上その他

〇

環境大臣、知事
への届出と30日
後の行為の着手
（事前調整あ
り）

鳥獣保護法 工作物等の設置 鳥獣特別保護区内
1ha以上の埋立、20％
以上の間伐、動植物の
損傷等含む

〇 環境大臣、知事への許可申請

特定建築物 床面積2000㎡以上（増
改築、修繕等含む）

エネルギーの効率的利
用措置 〇

知事に工事予定
着手日21日前ま
でに届出（規則
第1号様式）

※当規定自体は施主
に対する規定である
が、施工段階におい
ても認知のうえ部
材、工法等の省エネ
ルギー措置を講ずる

特定荷主 貨物輸送量3000万トン
キロ以上

建設工事に伴う廃棄物
排出輸送を含む 〇

毎年度主務大臣
にエネルギー合
理化目標に関
し、その達成計
画を提出
（平成19年4月1
日施行）

（地方条例を入れる）

エネルギー使用
合理化法



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

掘削工事、山留工事、
地盤改良工事、地下工
事

【地盤沈下】市街地な
どの、事故が発生した
場合、公衆に危害、迷
惑を及ぼすおそれのあ
る区域

〇

付近居住者等へ
の周知・埋設物
の確認、 土留工
の管理・ 排水処
理、杭鋼矢板の
引抜き埋戻し時
の地盤沈下防止
の処置　掘削土
排出時の塵芥・
騒音防止の措置

仮設構造物、クレーン
等の設置（完成物とし
ての建築物による障害
は、対象外）

【電波障害】建設工事
の施工に当たって、
公衆に危害、迷惑を及
ぼすおそれのある地域

〇

受信障害除去対
策を講ずる場合
は、法に基づく
届出や申請、並
びにNHKへの届出
等が必要

工事全般、解体工事

【粉塵対策】建設工事
の施工に当たって、
公衆に危害、迷惑を及
ぼすおそれのある地域

〇

学校環境衛生の
基準

学校の新築・改築・改
修工事 全ての学校

【測定項目】
（必須）ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、
ﾄﾙｴﾝ
（任意）ｷｼﾚﾝ、ﾊﾟﾗｼﾞｸ
ﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞ
ﾝ、ｽﾁﾚﾝ

〇

・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
100μｇ/ｍ3以下
・ﾄﾙｴﾝ　260μｇ
/ｍ3以下
・ｷｼﾚﾝ　870μｇ
/ｍ3以下
・ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞ
ﾝ　240μ/ｍ3以
下
・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ
3800μｇ/ｍ3以
下
･ｽﾁﾚﾝ　220μｇ/
ｍ3以下

・測定の事前確認
（着工時）
・建設資材の選別確
認（特に接着剤等）
・換気の励行
・「日本住宅性能表
示基準・空気環境」
参考

建設工事公衆災害
防止対策要綱
（建築）

＜同意するその他の要求事項＞



届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項 実施日

規制内容環境法規制等
の名称/略称 適用 文書・記録(例)

【有資格担当者】
確　　認

実　　　　施

・廃棄物の発生抑制、
グリーン製品の使用に
関する仕様あり　（仕
様書の該当部分をマー
ク）

・仕様書 〇

・時間外の作業 ・近隣協定 ・騒音の発生する作業 〇

・時間外での作
業は事前に連絡
する
・19時以降禁止

・資材等の搬出入 ・近隣からの要望で同
意するもの ・粉塵の発生する作業 〇

・粉塵の発生防
止
・アイドリング
ストップ

・発注者からの要望 〇

作業所で同意する
その他の要求事項


